
　
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
昼
夜

献
身
的
に
働

く
医
療
従
事

者
の
姿
が
連
日
報
道
さ
れ
、
マ

ス
コ
ミ
や
市
民
の
間
で
も
感
謝

の
声
が
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

昨
年
12
月
中
旬
か
ら
感
染
者
が

急
増
し
、
年
末
か
ら
年
始
に
か

け
て
、
症
状
が
あ
っ
て
も
入
院

で
き
ず
、
救
急
車
を
呼
ん
で
も

た
ら
い
回
し
に
な
り
、
自
宅
で

入
院
待
ち
の
間
に
亡
く
な
る
人

も
出
て
き
た
。
病
床
逼
迫
・
医

療
崩
壊
で
あ
る
▼
す
る
と
一
転

し
て
、
日
本
は
諸
外
国
に
比
べ

て
感
染
者
は
一
桁
も
二
桁
も
少

な
く
、
世
界
一
の
病
床
数
を

持
っ
て
い
る
の
に
何
故
医
療
崩

壊
に
な
る
の
だ
と
い
う
医
療
界

た
た
き
が
始
ま
っ
た
。
特
に
民

間
病
院
の
受
け
入
れ
が
悪
い
と

い
う
論
調
が
多
か
っ
た
が
、
少

な
く
と
も
京
都
で
は
コ
ロ
ナ
の

受
入
病
院
も
、
入
院
患
者
も
公

的
と
民
間
は
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る

▼
京
都
で
病
床
が
逼
迫
し
た

時
、
協
会
は
確
保
病
床
が
7
2

0
床
で
使
用
率
も
3
割
前
後
と

の
発
表
に
疑
問
を
持
ち
、
実
際

に
可
能
な
病
床
数
の
公
表
を
求

め
た
。
結
果
は
、
す
ぐ
使
え
る

病
床
は
3
3
0
床
し
か
な
く
病

床
使
用
率
は
8
割
超
に
な
り
、

重
症
病
床
も
86
床
と
言
っ
て
い

た
が
、
実
際
は
30
床
で
重
症
病

床
使
用
率
も
6
割
超
で
、
ス

テ
ー
ジ
4
に
跳
ね
上
が
っ
た
。

ス
テ
ー
ジ
4
は
絶
対
に
避
け
ね

ば
な
ら
な
い
▼
同
じ
失
敗
を
繰

り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
次
の

波
に
備
え
て
、
ス
テ
ー
ジ
2
以

下
に
抑
え
込
め
る
適
切
な
病
床

の
確
保
が
必
要
だ
。
大
阪
や
神

戸
の
よ
う
に
コ
ロ
ナ
専
門
重
症

病
棟
を
30
〜
50
床
作
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
き
れ
ば

公
で
、
駄
目
な
ら
民
で
。 （
彦
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
流
行

の
第
3
波
が
ひ
と

ま
ず
落
ち
着
い
て

い
る
こ
の
時
期
に

こ
そ
考
え
て
お
き

た
い
こ
と
、
そ
れ
は
「
コ
ロ
ナ

が
収
ま
っ
た
後
」
の
対
策
、
な

か
ん
ず
く
医
療
職
で
あ
る
我
々

が
見
据
え
る
べ
き
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

収
束
の
ま
さ
し
く

そ
の
先
の
臨
床
的

観
点
で
あ
る
。

　
そ
の
先
の
臨
床

的
観
点
と
は
、
い

わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
」
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
社
会
的
着

目
点
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
禍
に

翻
弄
さ
れ
た
人
々
が
、
ウ
イ
ル

ス
感
染
か
ら
免
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
近
い
将
来
種
々
の
医

学
的
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
見

舞
わ
れ
る
可
能
性
に
思
い
を
致

す
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
代
表
的
例
と
し
て
、
糖

尿
病
・
高
血
圧
・
脂
質
異
常
症

を
は
じ
め
と
し
た
「
生
活
習
慣

病
」
に
罹
患
中
の
人
々
の
行
動

の
制
限
と
止
む
を
得
な
い
受
診

の
手
控
え
、
そ
の
結
果
と
し
て

の
諸
般
の
増
悪
経
過
で
あ
る
。

こ
の
点
は
今
後
も
一
定
程
度
の

「
行
動
様
式
の
変
更
」
を
長
期

に
わ
た
り
続
け
て
い
く
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

大
き
な
危
惧
と
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
は
、
一
時
期
激
減
し

た
と
報
告
の
あ
っ
た
小
児
科
の

受
診
控
え
と
小
児
期
ワ
ク
チ
ン

接
種
の
遅
滞
と
い
う
問
題
点

だ
。
そ
の
実
態
は
今
後
徐
々
に

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
影
響
が
後
世
に

及
ぶ
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。 　

ま
た
、
か
ら
く
も
感
染
せ
ず

に
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
た

若
年
お
よ
び
壮
年
期
の
人
々

も
、
今
般
被
っ
た
精
神
的
肉
体

的
影
響
が
い
わ
ゆ
る
「
コ
ロ
ナ

禍
後
遺
症
」
と
な
っ
て
今
後
表

面
化
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

高
齢
者
を
取
り
巻
く
種
々
の
悪

環
境
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
積
極

的
に
社
会
と
接
点
を
持
っ
て
い

た
高
齢
者
が
、
や
む
な
く
そ
れ

ら
を
自
粛
も
し
く
は
放
棄
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
事
例
は
、
ま
さ
に
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
日
常

茶
飯
事
と
さ
え
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
に
勤

し
ん
で
い
た
人
が
、
旅
行
好
き

で
度
々
出
か
け
て
い
た
人
が
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
社
会
活

動
に
奉
仕
し
て
い
た
人
が
、
等

々
…
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
ご
く
近
い
将
来
甚
大
な
結

果
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
も

驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
悪
影
響

は
、
当
然
な
が
ら
我
々
医
療
人

自
身
に
も
及
び
、
他
人
事
と
し

て
片
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。

ま
さ
し
く
全
国
民

的
課
題
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
4
波
の
襲
来

懸
念
も
間
近
に
あ
り
得
る
上
、

ワ
ク
チ
ン
供
給
の
見
通
し
が
立

た
な
い
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
「
克

服
」
の
文
字
が
遠
い
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遠
い

先
を
見
越
し
、
早
め
に
対
策
を

積
み
上
げ
て
お
く
こ
と
も
必
要

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

コ
ロ
ナ
の
先
に
あ
る

慢
性
疾
患
増
悪
対
策
が
急
務

　
京
都
府
保
険
医
協
会
の
理
事
長
、
副

理
事
長
、
監
事
お
よ
び
理
事
の
任
期

（
2
年
）
が
、
2
0
2
1
年
5
月
31
日

を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
任
期
終
了
に

あ
た
り
理
事
長
、
副
理
事
長
お
よ
び
監

事
の
選
挙
を
、
規
約
第
14
条
お
よ
び
選

挙
規
定
第
1
章
に
よ
り
、
次
の
要

領
で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
21
年
3
月
25
日（
木
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
21
年
4

月
6
日
（
火
）
午
後
4
時
。

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
＝
理
事
長
1

人
、
副
理
事
長
5
人
、
監
事
2
人
。

　
※
理
事（
若
干
名
）は
規
約
第
14
条
第
3
項
に
よ

り
理
事
長
が
副
理
事
長
と
合
議
し
て
選
任
し
ま
す
。

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
21
年
6
月
1
日

〜
23
年
5
月
31
日
。

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
＝
21
年
5
月
20

日（
木
）午
後
2
時
15
分
よ
り
京
都
税
理

士
会
館（
予
定
）に
て
第
2
0
1
回
臨
時

代
議
員
会
を
開
催
し
選
挙
を
行
い
ま
す
。

　
※
選
挙
規
定
第
16
条
に
よ
り
、
立
候
補
届
出
の

あ
っ
た
候
補
者
が
定
数
以
内
の
と
き
は
投
票
を
行

わ
ず
、
京
都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
が
候

補
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
決
定
し
ま
す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立
候
補
届
出

書
は
本
協
会
の
所
定
の
様
式
1
を
使
用

し
、
所
定
の
候
補
者
経
歴
表
を
添
付
し

て
立
候
補
締
切
日
時
ま
で
に
、
本
人
が

京
都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
に

提
出
し
て
下
さ
い
。
立
候
補
届
出
書
お

よ
び
候
補
者
経
歴
表
は
本
協
会
事
務
局

に
あ
り
ま
す
。（
選
挙
規
定
第
6
条
1

項
お
よ
び
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ
る
選
挙
が

行
わ
れ
る
と
き
は
、
各
候
補
者
は
代
議

員
お
よ
び
予
備
代
議
員
に
所
信
の
表
明

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

文
書
の
字
数
は
千
字
以
内
と
し
、

立
候
補
締
切
期
日
後
3
日
以
内
に

京
都
府
保
険
医
協
会
代
議
員
会
議

長
に
提
出
下
さ
い
。（
選
挙
規
定

第
9
条
1
項
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ
る
選
挙
が

行
わ
れ
る
と
き
は
、
京
都
府
保
険
医
協

会
代
議
員
会
議
長
は
立
候
補
届
出
書
等

の
書
類
審
査
の
う
え
、
速
や
か
に
選
挙

公
報
を
作
成
し
、
代
議
員
お
よ
び
予
備

代
議
員
に
送
付
し
ま
す
。（
選
挙
規
定

第
10
条
）

 

選
挙
公
示

 

理
事
長
、副
理
事
長
、監
事

　
20
年
の
年
末
年
始
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
大
幅
な
感
染

拡
大
は
京
都
府
に
お
け
る
保
健
医
療
体
制
の
課
題
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
れ
ま
で
も
協
会
は
逐
次
要
請
、
提
言
を
重
ね
て
き
た

が
、
コ
ロ
ナ
で
の
相
談
に
は
じ
ま
り
、
診
療
、
検
査
、
入
院
と

宿
泊
施
設
・
自
宅
療
養
、
入
院
調
整
中
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
も
含

め
た
生
活
全
般
の
フ
ォ
ロ
ー
体
制
に
至
る
ま
で
、
各
段
階
に
お

け
る
改
善
課
題
を
あ
ら
た
め
て
洗
い
出
し
、
次
の
感
染
拡
大
に

備
え
、
従
来
か
ら
要
請
し
て
い
る
項
目
も
含
め
第
5
次
提
言
を

と
り
ま
と
め
た
。
こ
の
第
5
次
提
言
は
3
月
23
日
に
京
都
府
医

療
課
へ
提
出
し
た
。
要
請
項
目
は
以
下
の
通
り
。

方
針
決
定
プ
ロ
セ
ス
等

の
情
報
公
開
を

　
日
々
の
感
染
状
況
の
把
握
・

分
析
を
強
め
つ
つ
、
感
染
症
専

門
家
の
意
見
は
も
ち
ろ
ん
、
現

場
医
療
者
や
福
祉
関
係
者
か
ら

の
意
見
も
踏
ま
え
た
方
針
決
定

と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
確
立

を
。
方
針
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ

い
て
は
京
都
府
民
に
情
報
公
開

を
。診

療
・
検
査
等
、
外
来

医
療
機
関
の
支
援
を

　
①
京
都
府
と
し
て
、
府
内
全

市
町
村
ご
と
に
診
療
・
検
査
体

制
の
確
保
目
標
（
人
口
当
た
り

医
療
機
関
数
、
1
日
当
た
り
患

者
受
入
可
能
数
・
抗
原
検
査
ま

た
し
て
い
る
診
療
所
に
対
し
、

独
自
の
補
助
制
度
の
創
設
を
④

感
染
再
拡
大
が
危
惧
さ
れ
る
現

状
に
お
い
て
、
よ
り
多
数
の
医

療
機
関
に
よ
る
発
熱
者
の
受
入

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
京
都
府

に
お
い
て
も
国
の
通
知
に
沿
っ

た
指
定
要
件
に
改
定
を
。

保
健
所
参
加
で

地
域
の
入
院
調
整
を

　
医
療
機
関
相
互
の
協
力
・
支

援
に
よ
る
受
入
体
制
強
化
の
実

現
を
目
指
し
、
二
次
医
療
圏
と

京
都
市
域
の
単
位
に
「
新
型
コ

ロ
ナ
対
応
地
域
医
療
連
携
体
制

調
整
会
議
」（
仮
称
）
を
京
都

府
の
呼
び
か
け
で
設
置
を
。
そ

の
上
で
、
地
域
単
位
で
入
退
院

調
整
の
仕
組
み
の
構
築
を
。

施
設
・
自
宅
療
養
者
ら
の

医
療
保
障
・
生
活
支
援
を

　
①
自
宅
療
養
、
入
院
待
機
者

の
健
康
観
察
を
実
施
す
る
際
、

保
健
所
は
福
祉
事
務
所
等
、
他

の
保
健
・
福
祉
部
門
と
連
携

し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か

ら
引
き
続
き
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

さ
れ
る
よ
う
に
。
そ
の
た
め

に
、
感
染
防
護
に
つ
い
て
の
知

識
の
伝
達
等
を
行
う
等
の
事
業

者
支
援
を
②
保
健
所
は
自
宅
療

養
、
入
院
待
機
と
な
っ
た
方
の

外
来
医
療
の
必
要
性
を
把
握

し
、
地
域
の
医
療
機
関
に
つ
な

ぐ
役
割
発
揮
を
。
同
時
に
、
感

染
拡
大
時
に
保
健
所
機
能
が
逼

迫
す
る
こ
と
も
想
定
し
、
保
健

所
の
求
め
が
な
く
と
も
往
診
等

を
医
療
機
関
独
自
の
判
断
で
行

う
場
合
の
情
報
共
有
の
方
法

等
、
ル
ー
ル
と
し
て
の
明
示
を

③
自
宅
療
養
・
入
院
待
機
・
濃

厚
接
触
に
よ
る
自
宅
待
機
中
の

方
々
の
買
い
物
等
の
支
援
は
、

保
健
所
を
ハ
ブ
に
役
所
の
他
部

署
と
連
携
し
て
公
的
支
援
と
し

て
実
施
を
④
以
上
の
事
項
を
実

現
す
る
た
め
、
京
都
市
に
お
い

て
は
行
政
区
単
位
、
京
都
市
以

外
に
お
い
て
は
市
町
村
保
健
セ

ン
タ
ー
単
位
で
、
個
々
の
住
民

に
対
す
る
生
活
支
援
も
含
め
た

包
括
的
な
感
染
症
対
応
が
可
能

と
な
る
よ
う
、
至
急
体
制
の
確

立
を
⑤
宿
泊
療
養
施
設
の
確
保

と
施
設
に
お
け
る
医
療
の
充
実

を
。変

異
株
へ
の
対
応
、
次
の

感
染
拡
大
抑
え
る
た
め

　
変
異
株
に
対
す
る
徹
底
し
た

監
視
体
制
の
強
化
、
積
極
的
疫

学
調
査
の
徹
底
と
あ
わ
せ
、
保

健
福
祉
医
療
施
設
の
従
事
者
・

利
用
者
・
入
所
者
や
医
療
機
関

従
事
者
に
対
す
る
P
C
R
検

査
が
定
期
的
に
行
え
る
よ
う
に

す
る
等
、検
査
対
象
の
拡
大
を
。

新型コロナで第５次提言

きめ細かな支援体制を

た
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
実
施
可
能
件

数
等
）
を
立
て
、
実
現
を
②
診

療
・
検
査
医
療
機
関
の
指
定
リ

ス
ト
を
各
指
定
医
療
機
関
の
合

意
を
前
提
に
、
地
区
医
師
会
単

位
で
共
有
で
き
る
よ
う
に
提
供

を
。
ま
た
、
各
地
区
医
師
会
が

自
主
的
な
発
熱
外
来
や
検
査
セ

ン
タ
ー
の
設
置
を
進
め
て
い

る
。
こ
う
し
た
独
自
の
取
組
に

対
す
る
財
政
支
援
を
。
前
項
で

定
め
た
目
標
に
照
ら
し
、
医
療

資
源
が
少
な
い
等
か
ら
達
成
の

難
し
い
地
域
に
は
公
的
発
熱
外

来
の
設
置
を
③
京
都
府
の
新
型

コ
ロ
ナ
医
療
相
談
セ
ン
タ
ー
の

機
能
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、

府
民
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
関
す
る
疑
問
・
不
安

に
応
え
、
必
要
に
応
じ
て
診

療
・
検
査
に
つ
な
ぐ
役
割
を
果
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障
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懇
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域
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主な内容

◆自動車保険・火災保険

◆針刺し事故等
補償プラン

◆休業補償制度
（所得補償、傷害疾病保険）

◆医師賠償責任保険

０７５－２１２－０３０３

協会サイト：https://healthnet.jp（会員専用ログイン ID：kyohoi  パスワード：soud@nsiyou!）　　アミスサイト：https://amis.kyoto



　
協
会
は
与
謝
・
北
丹
医
師
会

と
の
懇
談
会
を
2
月
13
日
に
与

謝
医
師
会
事
務
所
、
プ
ラ
ザ
ホ

テ
ル
吉
翠
苑
、
協
会
会
議
室
を

ウ
ェ
ブ
で
つ
な
い
で
開
催
。
北

丹
医
師
会
・
安
井
俊
雄
副
会
長

の
司
会
で
懇
談
が
進
め
ら
れ

た
。
北
丹
医
師
会
・
斉
藤
治
人

会
長
か
ら
開
会
あ
い
さ
つ
も
兼

ね
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ

の
北
丹
地
区
で
の
対
応
経
過
を

説
明
。
協
会
か
ら
内
田
副
理
事

長
の
あ
い
さ
つ
に
続
い
て
、
①

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
よ
る
診
療
報
酬
上
の
臨
時

的
取
扱
い
②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
で
見
直
し
が
迫

ら
れ
る
医
療
政
策
の
報
告
を

行
っ
た
。

　
斉
藤
会
長
は
北
丹
地
区
の
状

況
に
つ
い
て
、
防
護
具
が
不
足

す
る
中
で
発
熱
患
者
を
ど
う
診

る
か
で
発
熱
外
来
の
構
想
も

あ
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ

と
。
12
月
に
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で

ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
、
情
報

提
供
が
な
く
不
安
な
中
で
開
業

医
は
診
察
し
て
い
た
の
で
、
保

健
所
と
話
を
し
て
シ
ョ
ー
ト

メ
ー
ル
で
の
情
報
提
供
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど

を
報
告
し
た
。

　
さ
ら
に
地
区
か
ら
、
ク
ラ
ス

タ
ー
発
生
時
は
北
部
医
療
セ
ン

タ
ー
、
保
健
所
と
力
を
合
わ
せ

て
乗
り
切
り
、
弥
栄
・
久
美
浜

両
病
院
が
回
復
傾
向
の
患
者
の

後
方
支
援
に
対
応
し
た
と
報

告
。
そ
の
一
方
で
、
医
師
確
保

計
画
に
よ
り
数
年
前
に
は
両
病

院
で
14
人
い
た
内
科
医
が
4
月

に
9
人
の
体
制
に
な
っ
た
と
こ

ろ
に
コ
ロ
ナ
が
襲
っ
た
。
府
の

計
画
に
変
更
は
な
く
、
さ
ら
な

る
減
員
見
込
み
と
な
る
苦
境
を

明
か
し
た
。
別
の
病
院
長
か
ら

も
、
医
師
・
看
護
師
含
め
て
積

極
的
な
補
充
が
な
け
れ
ば
、
通

常
診
療
の
継
続
性
も
危
う
く
な

る
。
積
極
的
な
地
域
へ
の
人
的

補
充
が
で
き
る
よ
う
な
医
療
政

　
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課

は
2
月
26
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
診
療

報
酬
上
の
臨
時
的
な
取
扱
い
に

つ
い
て
（
そ
の
36
）」
を
事
務

連
絡
。
障
害
者
施
設
等
入
院
基

本
料
を
届
け
出
た
病
棟
（
以
下

「
障
害
者
病
棟
」）
に
お
い
て
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患

者
を
入
院
さ
せ
た
場
合
の
取
扱

い
等
に
つ
い
て
、
疑
義
解
釈
を

示
し
た
。

　
当
該
事
務
連
絡
で
は
、
コ
ロ

ナ
患
者
入
院
に
際
し
、
こ
れ
ま

で
障
害
者
病
棟
に
お
い
て
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
特
例
を
認

め
、
障
害
者
病
棟
で
あ
っ
て
も

一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
点
数

が
算
定
で
き
る
と
し
た
（
た
だ

し
看
護
職
員
配
置
に
よ
り
算
定

点
数
は
異
な
る
）。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
入
院
基
本
料
に
加
え

て
、
救
急
医
療
管
理
加
算
等
、

点
数
表
の
構
造
上
算
定
す
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
点
数
が
算

定
可
能
と
な
り
、
算
定
点
数
が

実
質
引
き
上
げ
ら
れ
た
取
扱
い

と
な
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
、
そ
の

後
収
束
し
た
社
会
医
療
法
人
弘

仁
会
大
島
病
院（
伏
見
）か
ら
、

逆
に
そ
の
経
験
を
活
か
し
障
害

者
病
棟
で
コ
ロ
ナ
患
者
を
積
極

的
に
受
入
れ
、
コ
ロ
ナ
対
応
に

貢
献
し
た
い
が
、
入
院
料
が
普

段
と
同
じ
―
と
の
相
談
が
協
会

に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
京
都
府

内
に
は
障
害
者
病
棟
が
75
（
21

年
2
月
1
日
現
在
）
あ
り
、
当

該
病
棟
に
お
い
て
も
コ
ロ
ナ
患

者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
十
分

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
島

病
院
担
当
者
と
と
も
に
改
善
に

向
け
て
検
討
。
病
院
は
地
元
選

出
の
自
民
党
・
木
村
や
よ
い
衆

議
院
議
員
を
通
じ
て
、
入
院
料

の
改
善
を
求
め
て
厚
労
省
医
療

課
長
へ
直
訴
。
協
会
も
「『
障

害
者
施
設
等
入
院
基
本
料
』
に

コ
ロ
ナ
患
者
に
係
る
診
療
報
酬

の
特
例
を
求
め
る
要
請
書
」
を

提
出
し
た
。

　
厚
労
省
は
、
他
か
ら
も
同
趣

旨
の
要
望
が
あ
り
検
討
す
る
と

し
て
い
た
が
、
2
月
26
日
の
事

務
連
絡
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
患
者
を
、
障
害
者

施
設
等
入
院
基
本
料
を
算
定
す

る
病
棟
に
入
院
さ
せ
た
場
合
、

7
対
1
入
院
基
本
料
ま
た
は
10

対
1
入
院
基
本
料
の
病
棟
は
急

性
期
一
般
入
院
料
7
を
、
13
対

1
入
院
基
本
料
の
病
棟
は
地
域

一
般
入
院
料
2
を
、
15
対
1
入

院
基
本
料
の
病
棟
は
地
域
一
般

入
院
料
3
を
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定

し
て
差
し
支
え
な
い
―
と
示

し
、
大
島
病
院
と
協
会
の
要
望

が
実
現
し
た
格
好
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
当
該
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
20
年
2
月
14
日
に
遡
っ

て
適
用
さ
れ
る
。

策
を
考
え
て
ほ
し
い
と
訴
え
が

あ
っ
た
。

　
ま
た
、
病
床
が
90
％
埋
ま
っ

て
い
な
い
と
赤
字
と
な
る
今
の

制
度
が
根
本
問
題
で
あ
り
、
問

題
と
な
っ
た
今
こ
そ
千
載
一
遇

の
好
機
と
し
て
、
医
師
会
と
協

力
し
て
声
高
に
主
張
し
て
見
直

し
に
つ
な
げ
て
ほ
し
い
と
要
望

が
あ
っ
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
次
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
向
け
て
根
本
的
見
直

し
が
必
要
で
あ
る
と
の
協
会
提

言
を
紹
介
。
マ
ン
パ
ワ
ー
補
充

や
病
床
稼
働
率
に
関
す
る
要
望

に
も
賛
意
を
示
し
た
。
病
床
逼

迫
に
関
し
て
は
、
感
染
症
病
床

の
枠
を
広
げ
る
こ
と
も
大
事
だ

が
、
平
時
と
非
常
時
の
切
り
替

え
が
必
要
で
、
一
般
病
院
が
対

応
で
き
な
か
っ
た
の
は
ゾ
ー
ニ

ン
グ
の
問
題
が
大
き
い
。
改
築

時
に
切
り
替
え
可
能
な

設
計
を
す
る
こ
と
に
国

が
補
助
金
を
出
す
こ
と

も
必
要
と
し
た
。

　
ま
た
地
区
か
ら
、
ク

ラ
ス
タ
ー
発
生
に
よ
っ

て
発
熱
者
の
み
な
ら

ず
、
呼
吸
器
症
状
の
患

者
も
Ｐ
Ｃ
Ｒ
、
抗
原
検

査
が
必
要
で
あ
っ
た

が
、
ス
ム
ー
ズ
に
請
求

が
通
る
の
か
と
質
問
。

　
協
会
か
ら
、
検
査
対
象
は

「
当
該
感
染
症
に
か
か
っ
て
い

る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理

由
」
の
あ
る
者
を
含
む
と
い
う

通
達
が
あ
り
、
ク
ラ
ス
タ
ー
が

発
生
し
感
染
者
が
増
え
そ
う
な

地
域
で
は
、
積
極
的
に
検
査
を

し
て
よ
い
と
の
解
釈
で
あ
り
、

必
要
理
由
を
コ
メ
ン
ト
し
て
請

求
す
れ
ば
よ
い
こ
と
な
ど
を
解

説
。
コ
ロ
ナ
関
連
の
請
求
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
ウ
ェ
ブ
で
開

催
し
、
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
で

も
広
報
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
た
。

　
最
後
に
与
謝
医
師
会
・
山
根

行
雄
会
長
か
ら
、
与
謝
地
区
で

は
発
生
は
比
較
的
少
な
く
、
京

丹
後
市
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で
は

北
部
医
療
セ
ン
タ
ー
が
大
変

だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
支
援
体

制
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
の

状
況
報
告
を
兼
ね
て
閉
会
あ
い

さ
つ
が
行
わ
れ
た
。

　
慰
労
金
や
補
助
金
を
申
請
し

た
後
は
、
実
績
報
告
の
提
出
が

必
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
期

日
ま
で
に
お
願
い
し
た
い
。
い

ず
れ
も
郵
送
の
み
。
実
績
報
告

書
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で

き
な
い
場
合
は
、
協
会
ま
で
ご

連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

【
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
応
従
事
者
慰
労
金
】

【
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け

る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業

補
助
金
】

　
慰
労
金
は
京
都
府
か
ら
入
金

後
、
従
業
員
へ
給
付
し
た
後
1

へ
き
地
医
療
守
る
よ
う

 

京
都
府
へ
要
請

　
4
月
1
日
に
南
丹
市
の
美
山

診
療
所
が
国
保
直
営
化
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
協
会
は
地
域
医

療
が
従
前
ど
お
り
確
保
さ
れ
る

よ
う
、
3
月
23
日
に
京
都
府
へ

意
見
書
を
提
出
し
た
。

　
日
本
は
国
民
皆
保
険
制
度
で

医
療
を
提
供
し
、
全
国
ど
の
よ

う
な
地
域
で
暮
ら
す
人
に
対
し

て
も
、
保
険
証
1
枚
で
必
要
な

医
療
を
必
要
な
だ
け
無
差
別
・

平
等
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
が
原

則
だ
。
し
か
し
現
実
に
は
、
医

療
機
関
が
存
在
し
な
い
地
域
が

日
本
の
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し

て
い
る
。
現
在
の
医
療
保
険
制

度
の
仕
組
み
で
は
、
人
口
が
少

な
く
、
経
済
状
況
が
低
迷
す
る

地
域
で
は
民
間
医
療
機
関
は
採

算
が
取
れ
ず
、
開
業
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
役
割
を
発
揮
す
る
の

が
、
公
立
医
療
機
関
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
今
回
、
美
山
診
療

所
が
従
来
の
「
公
設
民
営
」
か

ら
南
丹
市
に
よ
る
直
営
方
式
へ

移
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
歓
迎
す

べ
き
方
向
だ
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
せ
っ
か
く

の
直
営
化
で
あ
っ
て
も
財
政
事

情
か
ら
事
業
縮
小
が
行
わ
れ
る

の
は
見
過
ご
せ
な
い
。
へ
き
地

に
お
け
る
診
療
所
は
本
来
的
に

医
業
が
成
り
立
た
な
い
地
域
に

お
い
て
、
皆
保
険
制
度
の
も
と

患
者
の
受
療
権
を
確
保
す
る
た

め
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
医
療
提
供
の
実
施
主
体
が

市
町
村
で
あ
れ
、
国
保
直
営
で

あ
れ
、
公
設
民
営
で
あ
れ
、
そ

の
安
定
的
運
営
は
本
来
的
に
都

道
府
県
の
責
務
で
あ
り
、
へ
き

地
医
療
へ
の
公
費
投
入
は
必
然

で
あ
る
。

　
協
会
は
京
都
府
に
対
し
、
府

民
の
生
命
・
健
康
を
預
か
る
立

場
か
ら
南
丹
市
の
政
策
判
断
を

評
価
・
検
討
し
、
美
山
町
で
暮

ら
す
人
々
の
医
療
保
障
の
後
退

を
も
た
ら
す
よ
う
な
こ
と
が
な

い
よ
う
十
分
な
人
的
・
財
政
的

保
障
を
行
う
よ
う
求
め
た
。

「
自
院
Ｐ
Ｃ
Ｒ
を
公
費

で
」
府
に
再
要
請

　
協
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
防
止
の
た
め
の
自
院
で

の
検
査
を
公
費
で
行
え
る
よ
う

3
月
18
日
に
京
都
府
へ
要
望
し

た
。
こ
れ
は
3
月
1
日
に
京
都

府
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合
が

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
等
の
自
家
診
療
を

保
険
診
療
と
し
て
例
外
と
し
て

認
め
る
こ
と
は
し
な
い
と
の
考

え
を
発
し
た
こ
と
か
ら
、
改
め

て
要
望
し
た
も
の
。
協
会
は
10

月
と
12
月
の
2
回
、
同
様
の
要

望
を
府
に
行
っ
て
い
る
。

カ
月
以
内
を
目
処
に
実
績
報
告

書
を
提
出
す
る
。
補
助
金
は
事

業
実
施
後
、
速
や
か
に
提
出
す

る
。
い
ず
れ
も
、
実
績
報
告
書

の
提
出
に
際
し
、
支
出
実
績
が

補
助
金
交
付
額
を
下
回
っ
た
場

合
は
、精
算（
返
還
）が
必
要
。

　
実
績
報
告
書
は
京
都
府
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
郵
送
す
る
。

﹇
提
出
期
限
﹈

　
最
終
提
出
：
21
年
4
月
10
日

　
提
出
先
：
〒
6
0
4‒

8
7

9
9　
中
京
郵
便
局
留　
京
都

府
慰
労
金
・
支
援
金
事
務
セ
ン

タ
ー

　
問
合
先
：
京
都
府
慰
労
金
・

支
援
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
0

7
5‒

3
6
6‒

4
9
0
0
（
平

日
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
）

【
令
和
2
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
防

止
・
医
療
提
供
体
制
確
保
支
援

補
助
金
】

　
概
算
申
請
し
た
場
合
は
実
績

報
告
書
を
提
出
す
る
。

　
実
績
報
告
書
は
厚
労
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
郵
送
す
る
。

﹇
提
出
期
限
﹈

　
事
業
（
支
出
）
が
終
わ
っ
た

日
か
ら
1
カ
月
以
内
ま
た
は
21

年
4
月
10
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で

　
提
出
先
：
〒
1
1
9‒

0
3

9
7　
銀
座
郵
便
局
留　
厚
生

労
働
省　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止
・
医

療
提
供
体
制
確
保
支
援
補
助
金

担
当　
宛

　
問
合
先
：
厚
生
労
働
省　
医

療
提
供
体
制
支
援
補
助
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
0
1
2
0‒

3

3
6‒

9
3
3（
平
日
：
午
前

9
時
30
分
〜
午
後
6
時
）

　
※
期
限
内
に
申
請
が
間
に
合

わ
な
か
っ
た
医
療
機
関
へ
の
対

応
は
21
年
度
実
施
予
定
。
た
だ

し
、
20
年
度
事
業
の
補
助
を
受

け
た
医
療
機
関
等
は
、
21
年
度

実
施
分
で
は
対
象
外
と
な
る
。

21
年
4
月
1
日
か
ら
の
経
費
が

補
助
の
対
象
経
費
と
な
る
が
、

詳
細
は
現
時
点
で
未
定
。

新型コロナ患者受入等で
障害者病棟に特例

積
極
的
な
地
域
へ
の
人
的
補
充
を

与
謝
・
北
丹
医
師
会
と
懇
談

2
月
13
日
ﾠ
与
謝
医
師
会
事
務
所
・プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
吉
翠
苑

出
席
者
19
人
で
開
催
さ

れ
た
与
謝
・
北
丹
医
師

会
と
の
懇
談

会員病院の切実な要望が実現

京
都
府

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

緊
急
包
括
支
援
事
業

厚
労
省

第
三
次
補
正
予
算

慰労金・補助金を申請後
実績報告が必要

新型コロナ

詳細は
こちら
から

詳細は
こちら
から
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―
―
患
者
さ
ん
の
背
景
に
つ

い
て

　
陽
性
と
な
っ
た
Ｉ
さ
ん
は
89

歳
の
男
性
の
方
で
独
居
。
お
子

さ
ん
は
関
東
に
お
住
ま
い
。
も

と
も
と
他
の
病
院
の
患
者
さ
ん

で
当
院
に
も
通
院
し
て
い
た
。

腎
臓
の
状
態
が
か
な
り
悪
く
、

最
近
の
デ
ー
タ
で
は
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ

11
、
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
4
㎎
／

dL
、
カ
リ
ウ
ム
7
mEq
／
Ｌ
と

い
う
数
値
だ
っ
た
。
本
来
で
あ

れ
ば
透
析
の
適
応
だ
が
、
肺
が

ん
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
、
本
人

が
透
析
を
拒
否
し
た
こ
と
、
透

析
の
た
め
の
通
院
も
独
居
の
た

め
無
理
だ
と
い
う
こ
と
で
透
析

は
行
わ
ず
、
病
院
か
ら
の
紹
介

で
当
院
が
体
調
の
管
理
を
行
っ

て
い
る
状
況
だ
っ
た
。

　
1
月
18
日
に
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
「
ひ
な
た
」
か

ら
、
Ｉ
さ
ん
が
こ
こ
3
日
ほ
ど

食
事
を
摂
れ
て
い
な
い
と
連
絡

が
あ
っ
た
。
前
週
に
Ｉ
さ
ん
が

通
う
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
で

新
型
コ
ロ
ナ
が
発
生
し
、
Ｉ
さ

ん
も
検
査
は
受
け
た
が
そ
の
時

点
で
は
陰
性
だ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
も
普
段
と
体
調
が

違
う
と
の
報
告
を
受
け
、
往
診

に
向
か
っ
た
。

　
一
度
、
陰
性
が
出
た
と
の
こ

と
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
の
可
能

性
も
あ
る
と
考
え
、
唾
液
の
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検
査
を
Ｉ
さ
ん
宅
で
実

施
。
21
日
に
陽
性
が
判
明
し

た
。 

　
―
―
防
護
は
ど
う
さ
れ
ま
し

た
か

　
フ
ル
Ｐ
Ｐ
Ｅ
で
伺
っ
た
。
看

護
師
は
玄
関
で
待
っ
て
も
ら

い
、
私
だ
け
室
内
に
入
ら
せ
て

も
ら
っ
た
。
近
所
の
方
た
ち
や

道
行
く
人
た
ち
の
目
も
あ
る
の

で
、
玄
関
の
内
側
に
入
ら
せ
て

も
ら
い
土
間
で
着
替
え
を
し
て

診
察
・
検
査
を
行
っ
た
。

　
―
―
そ
の
後
の
経
過
は

　
21
日
に
陽
性
が
判
明
し
た

後
、「
ひ
な
た
」
に
連
絡
。
も

ち
ろ
ん
、
保
健
所
に
も
す
ぐ
さ

ま
連
絡
を
入
れ
て
お
り
、
す
ぐ

入
院
に
な
る
と
思
っ
て
い
た

が
、
Ｉ
さ
ん
は
自
宅
待
機
に
。

病
床
の
逼
迫
が
ピ
ー
ク
に
達
し

て
い
て
、
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
以
後
は
保
健
所
の
管
轄
に
な

る
と
考
え
て
い
た
が
、
容
態
が

気
に
な
り
、
22
日
と
25
日
に
訪

問
診
療
を
行
っ
た
。
万
が
一
の

時
は
救
急
搬
送
も
あ
り
得
る
と

思
い
な
が
ら
の
訪
問
だ
っ
た
。

　
本
当
に
頑
張
っ
て
く
れ
て
い

た
の
は
「
ひ
な
た
」
で
、
陽
性

判
明
以
降
、
毎
日
Ｉ
さ
ん
の
容

態
を
確
認
し
て
く
れ
て
い
た
。

　
―
―
患
者
さ
ん
の
容
態
は

　
22
日
の
訪
問
時
は
18
日
と
ほ

ぼ
変
わ
ら
ず
、
25
日
に
採
血
を

行
い
、
腎
機
能
の
数
値
を
翌
26

日
に
「
ひ
な
た
」
に
報
告
。
コ

ロ
ナ
自
体
は
落
ち
着
き
つ
つ
あ

る
が
、
脱
水
症
状
に
よ
る
腎
機

能
の
増
悪
が
顕
著
で
、
こ
の
ま

ま
訪
問
診
療
、
訪
問
看
護
を
続

け
た
場
合
に
自
宅
で
亡
く
な
る

可
能
性
が
高
い
と
説
明
。「
ひ

な
た
」
か
ら
保
健
所
へ
連
絡
を

入
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
が
、
保

健
所
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

保
健
所
も
か
な
り
混
乱
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
保
健
所
か
ら
病

院
へ
の
搬
送
は
難
し
い
と
判

断
。
我
々
か
ら
病
院
へ
の
入
院

手
配
を
と
考
え
て
い
た
が
、
腎

機
能
が
少
し
持
ち
直
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
幸
い
Ｉ
さ
ん
は
回

復
。
2
月
26
日
に
Ｉ
さ
ん
宅
を

訪
問
し
た
ら
、
も
の
す
ご
く
元

気
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。

　
医
師
の
使
命
感
と
し
て
は
訪

問
診
療
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
た
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
法
的
な
問
題
が
ク
リ
ア
で
き

て
い
る
の
か
が
心
配
だ
っ
た
。

ま
た
、
医
院
ス
タ
ッ
フ
に
コ
ロ

ナ
が
感
染
。
府
内
感
染
者
数
が

最
も
多
い
時
だ
っ
た
の
で
、
こ

の
訪
問
診
療
に
よ
る
感
染
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ス

タ
ッ
フ
は
宿
泊
療
養
施
設
に
2

週
間
滞
在
と
な
っ
た
。

　
―
―
協
会
は
1
月
29
日
に
こ

の
事
例
を
伺
っ
て
、
京
都
府
と

や
り
と
り
を
し
て
公
費
で
請
求

す
る
こ
と
を
確
認
し
、
2
月
5

日
に
会
員
に
広
報
し
ま
し
た
。

府
が
訪
問
診
療
チ
ー
ム
を
立
ち

上
げ
る
と
発
表
し
た
の
も
こ
の

日
で
す
。
26
日
に
は
厚
労
省
が

自
宅
・
宿
泊
療
養
者
へ
の
緊
急

往
診
関
連
の
報
酬
算
定
可
能
と

通
知
し
ま
し
た
。
先
生
を
は
じ

め
、
往
診
や
訪
問
診
療
が
必
要

だ
と
訴
え
た
医
師
の
功
績
が
大

き
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
、

国
や
自
治
体
へ
の
要
望
は
あ
り

ま
す
か
。

　
Ｉ
さ
ん
の
場
合
、
陽
性
が
判

明
し
た
こ
と
で
介
護
の
提
供
も

止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
穴

を
埋
め
た
の
は
「
ひ
な
た
」

で
、
入
浴
介
助
ま
で
行
っ
た
と

聞
い
て
い
る
。
ヘ
ル
パ
ー
も
他

の
利
用
者
を
抱
え
て
お
り
、
コ

ロ
ナ
陽
性
患
者
へ
の
対
応
は
困

　
―
―
講
習
会
開
催
の
き
っ
か

け
は

　
ま
ず
、
20
年
10
月
末
に
介
護

職
対
象
に
講
習
会
を
開
催
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

な
の
で
広
く
広
報
が
で
き
た
と

は
言
え
な
い
が
、
少
人
数
で
質

問
な
ど
も
し
や
す
い
環
境
に

な
っ
た
。
再
度
開
催
し
て
ほ
し

い
と
い
う
声
も
い
た
だ
い
て
い

る
。

　
講
習
会
で
は
ま
ず
動
画
で
着

脱
を
学
習
。
そ
の
後
、
訪
問
看

護
師
が
見
本
で
着
脱
す
る
の
に

あ
わ
せ
て
参
加
者
も
実
際
に
着

を
感
じ
た
。

　
今
回
、
ス
プ
レ
ー
式
の
ア
ル

コ
ー
ル
を
用
意
し
手
指
消
毒
の

実
践
も
行
っ
た
が
、
講
師
役
の

看
護
師
か
ら
必
要
量
が
取
り
切

れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
。

ポ
ン
プ
を
下
ま
で
押
し
て
1
回

分
の
必
要
量
だ
と
、
実
際
に
手

に
出
し
て
示
す
と
、
参
加
者
が

そ
の
量
に
び
っ
く
り
し
て
い

た
。
ま
た
、
手
指
消
毒
が
き
ち

ん
と
行
え
て
い
な
い
と
ク
ラ
ス

タ
ー
発
生
に
つ
な
が
っ
た
り
す

る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
看
護

師
の
知
識
を
現
場
で
頑
張
っ
て

の
有
無
か
ら
始
ま
る
事
務
所
の

対
応
、
ヘ
ル
パ
ー
の
活
動
の
フ

ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
基
本
情
報
、
訪
問

前
後
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
や
予

防
対
策
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
講
習
会
で
は
参
加

者
に
配
る
な
ど
活
用
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。

　
ま
た
、
先
ほ
ど
述
べ
た
西
京

区
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

連
絡
会
に
は
、
多
く
の
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
会
員
と
し

て
所
属
し
て
い
る
。
西
京
区
在

宅
医
療
・
介
護
連
携
支
援
セ
ン

タ
ー
の
顧
問
も
務
め
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
講
習
会
の
講
師
も

連
絡
会
を
通
じ
て
手
配
し
て
お

り
、
短
期
間
で
企
画
で
き
た
の

も
各
方
面
と
の
日
ご
ろ
か
ら
の

関
係
性
の
お
か
げ
だ
。
今
回
は

そ
れ
を
強
く
感
じ
る
講
習
会
と

な
っ
た
。 

廃
棄
の
仕
方
は
」
と
い
っ
た
相

談
が
入
っ
た
。

　
学
ぶ
機
会
が
な
い
の
で
教
わ

り
た
い
と
い
う
声
を
受
け
て
急

遽
2
月
に
4
日
間
、「
ガ
ウ
ン

等
の
着
脱
方
法
講
習
会
」
を
設

定
し
た
。

　
―
―
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
た
ち
の

反
応
は

　
ケ
ア
マ
ネ
か
ら
、
ヘ
ル
パ
ー

が
集
ま
り
、
ガ
ウ
ン
を
脱
ぐ

際
、
後
ろ
の
紐
を
ど
う
ほ
ど
け

ば
い
い
の
か
で
小
1
時
間
、
喧

々
諤
々
の
議
論
に
な
っ
て
い
る

よ
う
な
状
態
。
大
変
あ
り
が
た

い
企
画
だ
と
言
わ
れ
た
。 

　
病
床
も
逼
迫
し
、
保
健
所
の

対
応
も
濃
厚
接
触
者
の
ヘ
ル

パ
ー
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
ら

れ
る
ま
で
に
時
間
を
要
し
て
い

る
時
期
だ
っ
た
。
そ
の
間
も
介

護
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
、
訪
問

を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
利
用
者
の
感
染
状
況
が
判

然
と
せ
ず
、
ま
た
濃
厚
接
触
者

と
な
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら

な
い
中
、
ヘ
ル
パ
ー
自
身
が
感

染
し
な
い
、
感
染
を
広
げ
な
い

と
い
う
点
で
切
実
な
問
題
だ
っ

た
。

　
―
―
講
習
会
を
通
じ
て
得
た

も
の
は

　
す
べ
て
の
講
習
会
を
あ
わ
せ

て
参
加
者
数
は
15
人
ほ
ど
。
短

い
時
間
で
企
画
し
、
案
内
は
2

月
1
日
。
開
催
が
3
日
後
か
ら

脱
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
1
回
の

講
習
会
の
中
で
2
回
行
っ
た
。

一
度
目
は
苦
戦
し
て
い
た
参
加

者
も
2
回
目
に
は
ス
ム
ー
ズ

に
。
質
問
も
活
発
で
、
ヘ
ル

パ
ー
か
ら
は
他
の
事
業
所
は

シ
ュ
ー
ズ
カ
バ
ー
や
帽
子
は
ど

う
し
て
い
る
か
、
ど
こ
で
着
れ

ば
い
い
の
か
、
廃
棄
の
仕
方

は
、
な
ど
気
に
な
る
点
が
出
さ

れ
て
い
た
。

　
講
習
会
の
終
わ
り
に
今
後
も

ヘ
ル
パ
ー
が
現
場
で
わ
か
ら
な

い
こ
と
、
疑
問
が
あ
る
場
合
に

看
護
師
に
聞
け
る
よ
う
、
西
京

区
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
連

絡
会
の
事
業
所
連
絡
先
を
記
載

し
た
名
簿
を
渡
し
た
。
以
後
、

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
問

い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。
西
京
区
内
で
の
看
護
と

介
護
の
連
携
が
こ
の
講
習
会
を

通
じ
て
更
に
強
く
な
っ
た
こ
と

い
る
ヘ
ル
パ
ー
に
伝
え
る
良
い

機
会
に
な
っ
た
。

　
塚
本
先
生
に
も
4
回
中
3

回
、
参
加
い
た
だ
い
た
。
看
護

師
だ
け
で
な
く
医
師
も
参
加

し
、
ヘ
ル
パ
ー
が
直
接
コ
ロ
ナ

で
心
配
し
て
い
る
こ
と
を
聞
け

た
こ
と
は
大
き
い
と
思
う
。 

　
―
―
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
も
配
ら
れ
て
い
る
よ

う
だ
が

　
京
都
市
紫
竹
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
等
が
発
行
し
た
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
が
あ
り
、
事
前
情
報

基
本
的
な
知
識
と
訪
問
現
場
で

の
対
応
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
中
心
に
感
染

症
の
認
定
看
護
師
、
地
域
の
訪

問
看
護
師
、
医
師
を
囲
み
座
談

会
形
式
で
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
っ

た
。

　
こ
の
時
は
今
後
を
見
据
え
て

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の

後
感
染
は
拡
大
。
年
が
明
け
て

西
京
区
内
で
も
濃
厚
接
触
者
の

み
な
ら
ず
感
染
者
の
と
こ
ろ
へ

も
ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問
し
て
い
る

と
い
う
状
況
で
、
ヘ
ル
パ
ー
か

ら
京
都
市
西
京
区
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー
に

「
ガ
ウ
ン
を
用
意
し
て
い
る
が

着
脱
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
」

「
ど
こ
で
着
た
ら
い
い
の
か
。

難
だ
。
Ｉ
さ
ん
は
幸
い
に
も
回

復
に
向
か
っ
た
が
、
や
は
り
入

院
は
必
要
だ
っ
た
と
思
う
。

　
当
時
の
病
床
逼
迫
の
状
況
や

保
健
所
の
混
乱
ぶ
り
を
考
え
る

と
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
う
が
、
今
後
の
教
訓

と
し
て
こ
う
い
っ
た
状
態
に
陥

ら
な
い
よ
う
体
制
を
整
え
て
ほ

し
い
。

高
齢
患
者
陽
性
も
病
状
気
に
な
り
訪
問
診
療

西
京
で
介
護
職
向
け
Ｐ
Ｐ
Ｅ
着
脱
講
習
会
開
催

松
崎
恒
一 

医
師

地域医療
をきく! 16

新型コロナ編

西京医師会編

　地域の医療者が奮闘しているその実態を聞きたいと開始した「地域医療をきく！　新
型コロナ編」。今回はコロナ陽性患者への往診などを経験した医療法人敬愛会まつざき
内科クリニック（西京）の松崎恒一医師に話を聞いた。また、訪問介護を行う介護職員
対象に「ガウン等の着脱方法講習会」を開催した京都市西京区在宅医療・介護連携支援
センターのセンター長である塚本医院の塚本忠司医師（西京）、コーディネーターの小
泉こずえ氏、鎌田松代氏に、開催のきっかけなどの話を聞いた。

左
か
ら
塚
本
医
師
、小
泉
氏
、

鎌
田
氏

説
明
を
聞
き
な
が
ら
ガ
ウ
ン

を
着
脱
（
支
援
セ
ン
タ
ー
提

供
）

廃棄の仕方もしっかり指導
（支援センター提供）

　熊本地震救援募金は３月29日をもって終了い
たします。３月19日現在、総計117件185万3,613
円の募金をいただき、日本赤十字社に送金致し
ました。ご協力ありがとうございました。

熊本地震救援募金
終了のお知らせ
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　全世代型の社会保障制度を構築するための健康保険
法等の一部を改正する法律案（以下、法案）が２月５
日、国会提出された。名称から察することができるよ
うに、2020年12月15日に閣議決定された「全世代型社
会保障改革の方針」（以下、方針）ⅰを踏まえたもので
あり、菅内閣が目指す社会像「自助・共助・公助」そ
して「絆」を「基本的な考え方」に据えた法改正であ
る。

社会保障の基本は公的責任
　まず指摘せねばならないのは、菅首相の言う「自
助・共助・公助」なる理念（らしきもの）は社会保障制
度に持ち込んではならないものだということである。
　遡れば国が地域包括ケアシステムを叫び始めていた
2010年、コンサルティング会社である三菱ＵＦＪリ
サーチ＆コンサルティングが「地域包括ケア研究会報
告書」で持ち出したのが「自助・互助・共助・公助」
論だったⅱ。菅首相は知ってか知らずか「互助」（助
け合い）と「共助」（保険制度）を混濁させて使って
いるが、基本的な意味に違いはない様子である。まず
は自分の力で生きよ、困った時には国家が助けてあげ
るから、との考え方は一見理が通っているようにも思
える。だが、社会保障制度とは国の責任ですべての人
たちの生存と健康な生活を普遍的に保障するものであ
る。この原則を踏み誤ってしまうとどのような事態に
落ち込んでいくか。それを示すのがいまだ捕捉率２割
台に止まる生活保護制度の実情、またサービスを受け
ないことを「自立」と呼び替え、徹底してサービスか
ら人々を排除しようとする介護保険制度の現実であ
る。すなわち、自助・共助・公助論は社会保障の理論
としてはあり得ない発想なのである。全世代型社会保
障改革はそれを誇らしげに謳いあげており、その時点
で警戒すべきものに他ならない。
　方針は、「少子化対策」と銘打って①不妊治療への
保険適用等、②待機児童の解消、③男性の育児休業の
取得促進を、「医療」分野では①医療提供体制の改
革、②後期高齢者の自己負担割合の在り方、③大病院
の患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るため
の定額負担の拡大―以上を具体的に提案している。
このうち、医療②が今国会に提出の法案に盛り込ま
れ、③は別法案である「良質かつ適切な医療を効率的
に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一
部を改正する法律案」に関連内容が盛り込まれている
（次号以降解説）。なお、方針は後期高齢者医療の自己
負担割合の在り方について、「現役世代の負担上昇を
抑えることは待ったなし」、「少しでも多くの方に『支
える側』としてご活躍いただき、能力に応じた負担を
いただくことが必要」などと説明している。

健保法改革法案の概要
　以下、健保法改革法案の概要を紹介する。
　第１に、後期高齢者医療制度への２割負担導入であ
る。現行の後期高齢者医療制度における患者一部負担
金は、原則１割（一般・低所得者）と現役並所得者の
３割だが、課税所得28万円かつ年収200万円以上の層
を対象に２割負担を導入する。ただし、外来医療につ
いては施行後３年間に限り、１カ月の負担金を最大
3000円に抑える措置（配慮措置）を設ける。施行予定
は令和４年度後半と曖昧であり、今後政令で定める。
　第２に、傷病手当金の支給期間の通算化である。現
行法では傷病手当金が支給されるのは被保険者が業務
外の理由により労務に服することのできなくなった日

から起算して３日目より１年６カ月を超えない期間と
され、途中一時的に就労しても、就労期間が１年６カ
月に含まれる。法案はその支給期間を通算化し、入退
院を繰り返した場合も、計１年６カ月分の支給を可能
とする。
　第３に、任意継続保険者制度の見直しである。同制
度は健康保険の被保険者が、退職後も引き続き最大２
年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者にな
ることを選択できる仕組みである。国保移行時の急激
な負担増を緩和する意味を持たされた仕組みだが国の
医療保険部会では16年段階ですでに廃止を求める声が
あがっていたⅲ。法案は同制度が適用される被保険者
の保険料について、「従前の標準報酬月額または当該
保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうちいず
れか低い方」とされているのを、「退職前と同等の応
能負担を課すことが適当な場合もある」とし、「健保
組合の規約により、従前の標準報酬月額とする」こと
を可能とする。また被保険者期間を２年から１年に縮
小することも検討されたが採用に至らず、「被保険者
の任意脱退を認める」旨が盛り込まれている。
　第４に、育児休業中の社会保険料免除要件の見直し
である。現行、被保険者が育児休業等を取得している
場合、保険料負担の全額が賞与時の保険料も含んで免
除される仕組みであり、「月末時点」で育休を取得し
ていることが要件である。法案は「月末時点」に加
え、同月中に２週間以上育休を取得した場合にも免除
を認める。
　第５に、子どもにかかる国民健康保険料等の均等割
額の減額措置である。国民健康保険料の保険料は応益
割と応能割で構成されており、応益割は均等割と平等
割、応能割は所得割と資産割で構成されている。この
うち前者の均等割について、被保険者世帯の未就学児
にかかる均等割は５割軽減し、公費をあてることとす
る。
　第６に、効果的な予防・健康づくりに向けた保健事
業における健診情報等の活用促進である。小泉政権時
の医療制度構造改革によって導入された特定健康診査
（特定健診）は従来の市民健診制度を廃止し、保険者
を実施主体に40歳以上の国民を対象に実施されてい
る。特定健診は労働安全衛生法上の事業主健診等をそ
れに替えることが可能とされており、保険者は特定健
診データ同様、事業主健診のデータを入手している。
法案は40歳未満の
特定健診の対象で
はない人の事業主
健診データも保険
者が入手可能にす
るものである。国
の推進するレセプ
トや健診データを
用いたデータヘル
ス事業の推進等に
役立てる狙いがあ
る。
　第７に、国民健
康保険の取組強化
である。現在の国
民健康保険は都道
府県と市町村が共
同で保険者を担
い、運営されてい
る。医療費の地域

差是正を目標に、各都道府県に医療費適正化計画を策
定させ、都道府県は地域医療構想や医師確保計画を
使って医療費抑制に資する医療提供体制改革を推進す
る。その成果が保険料の高騰を抑えるとともに都道府
県内の医療資源の適正配置によるフラット化を実現さ
せ、保険料の統一化が可能となる。これが国の描く絵
であり、都道府県の方針に統一保険料の目標化を書き
込ませることを法案に盛り込んでいる。また市町村に
よる一般会計から特別会計に国保事業の赤字解消等の
ための財政投入（法定外繰入）の解消を求め、これも
方針に国保運営方針に書き込ませる（努力義務）。
　第８に、生活保護制度における医療扶助受給者へも
オンライン資格確認を導入する。2020年12月に閣議決
定された「デジタル・ガバメント実行計画」の工程表
にも記載されている。

コロナの教訓全く反映なく
　以上が法案の主な項目である。一定の合理性がある
と考えられる点や改善といえる面もあるが、後期高齢
者医療医療制度の一部負担金の２割導入等、医療保障
の観点から看過できない法案である。それ以前の問題
として、法案は新型コロナウイルス感染症の拡大がも
たらした人々の困難を理解していないものと言わざる
を得ない。感染症によるリスクが高い高齢者をさらな
る受診抑制に追い込みかねない改正は、公衆衛生政策
として正しいのか。国民健康保険加入者の半数近くを
占める自営業者の方、非正規雇用の方を含む被用者の
方たちがコロナ禍で受けた影響を把握しているなら、
保険料をさらに軽減する施策こそ行うべきであるにも
かかわらず、市町村が自主的に保険料の高騰を抑制す
る法定外繰入さえ止めさせようとする発想が理解でき
ない。コロナ禍があろうがなかろうが、国には目指し
てきた制度像があり、それに向けて粛々と仕事をして
いるに過ぎないのだろう。だが、人々が被る現実の困
難の前に、まずは自らの政策が本当に今日の情況にふ
さわしいものなのかを考えなおしてみた方が良いだろ
う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ⅰ 　「全世代型社会保障改革の方針」(20. 12. 15閣議決定)
ⅱ 　『国がすすめる地域包括ケアを考える』
 (京都府保険医協会編・かもがわ出版刊)
ⅲ 　第121回社会保障審議会医療保険部会資料 (19. 11. 21)

政
策
解
説

社会保障と自助・共助・公助論は相容れない
全世代型社会保障制度構築のための健保法改正

１(１) 後期⾼齢者医療における窓⼝負担割合の⾒直し

○ 令和４年度（2022年度）以降、団塊の世代が後期⾼齢者となり始めることで、後期⾼齢者⽀援⾦の急増が⾒込まれる中で、
若い世代は貯蓄も少なく住居費・教育費等の他の⽀出の負担も⼤きいという事情に鑑みると、負担能⼒のある⽅に可能な範囲でご負
担いただくことにより、後期⾼齢者⽀援⾦の負担を軽減し、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重
要な課題である。

○ その場合でも、何よりも優先すべきは、有病率の⾼い⾼齢者に必要な医療が確保されることであり、他の世代と⽐べて、⾼い医療費、
低い収入といった後期高齢者の生活実態を踏まえつつ、窓⼝負担割合の⾒直しにより必要な受診が抑制されるといった事態が⽣じ
ないようにすることが不可⽋である。

[②施⾏⽇]

施⾏に要する準備期間等も考慮し、令和４年度後半（令和４年10月から令和５年３月までの各月の初日を想定）で、政令で定める。

[③配慮措置]

⻑期頻回受診患者等への配慮措置として、２割負担への変更により影響が⼤きい外来患者について、施⾏後３年間、
１月分の負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置を導入

（※） 窓口負担の年間平均が約8.3万円⇒約10.9万円（＋2.6万円） （配慮措置前は約11.7万円で＋3.4万円）

[①２割負担の所得基準]

課税所得が28万円以上（所得上位30％ （※１））かつ年収200万円以上（※２）の方を２割負担の対象（対象者は約370万人（※３） ）

（※１） 現役並み所得者を除くと23％

（※２） 単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上。また、収入基準額は、課税所得をもとに年金収入のみの世帯を前提に計算
（対象者のほとんどが年金収入であるため、年金収入のみで収入基準額を計算）。
収入基準に該当するかどうかは、介護保険同様に「年金収入とその他の合計所得金額」が年収の下限の額を上回るかで判定

（※３） 対象者数の積算にあたっては、収入基準に該当するかも含めて計算。対象者約370万人が被保険者全体（約1,815万人）に占める割合は、20％。

（参考）財政影響（2022年度満年度）

※ 施行日が2022年度後半であることから、2022年度における実際の財政影響は満年度分として示している上記の財政影響よりも小さくなる。

給付費
後期高齢者支援金

（現役世代の負担軽減）
後期高齢者保険料

（高齢者の負担軽減）
公費

▲1,880億円 ▲720億円 ▲180億円 ▲980億円

2

厚生労働省「第140回社会保障審議会医療保険部会」資料より
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月
診
療
分
の
外
来
診

（
40
歳
代
後
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
患
者
は
サ
ン
ド
バ
ッ
ク
を
右

手
拳
で
叩
い
て
受
傷
し
、
そ
の

3
日
後
に
近
隣
の
Ａ
医
療
機
関

の
整
形
外
科
を
受
診
し
た
。
レ

ン
ト
ゲ
ン
検
査
で
、
右
第
5
中

手
骨
頚
部
骨
折
、
転
位
あ
り
と

診
断
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
そ
の

2
日
後
に
本
件
医
療
機
関
で
髄

内
釘
を
用
い
て
観
血
的
整
復
固

定
術
を
受
け
た
。
手
術
の
約
1

カ
月
後
に
、
整
形
外
科
経
験
3

年
の
研
修
医
（
卒
後
5
年
）
が

局
所
麻
酔
を
し
て
透
視
下
で
抜

釘
手
術
を
実
施
。
中
手
骨
近
位

ま
ん
だ
り
し
て
操
作
さ
れ
た
。

こ
の
操
作
は
10
分
間
以
上
行
わ

れ
た
が
ワ
イ
ヤ
ー
が
把
持
で
き

ず
、
横
に
付
い
て
い
た
先
輩
医

師
と
交
代
し
て
抜
去
さ
れ
た
。

抜
釘
術
か
ら
約
1
週
間
後
、
患

者
は
薬
指
の
痛
み
等
が
あ
っ
た

た
め
Ａ
医
療
機
関
を
受
診
し
た

と
こ
ろ
、
手
背
第
4
第
5
中
手

骨
中
央
付
近
か
ら
Ｍ
Ｐ
関
節
ま

で
の
知
覚
脱
失
と
、
皮
切
部
分

に
チ
ネ
ル
サ
イ
ン
様
の
知
覚
過

敏
が
認
め
ら
れ
た
。
抜
釘
術
約

2
カ
月
が
経
過
し
た
が
、
痺
れ

や
痛
み
が
続
い
て
症
状
が
改
善

さ
れ
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
患
者
は
、
抜
釘
術
時
に
神
経

損
傷
が
生
じ
、
手
技
上
の
医
師

の
過
失
に
よ
る
と
し
て
、
訴
訟

を
申
し
立
て
た
。

　
医
療
機
関
側
は
、
ワ
イ
ヤ
ー

の
刺
入
時
も
抜
去
時
も
、
神
経

や
腱
が
損
傷
し
な
い
よ
う
注
意

し
て
行
う
べ
き
こ
と
は
認
識
し

て
い
た
が
、
傷
跡
の
拡
大
を
考

慮
し
て
小
さ
く
皮
膚
切
開
し

た
。
結
果
的
に
抜
釘
も
は
ワ
イ

ヤ
ー
を
探
る
の
に
時
間
が
か

か
っ
て
し
ま
い
、
神
経
損
傷
の

可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
小
さ
な
切
開
に
拘
ら

ず
に
基
本
通
り
大
き
め
に
切
開

し
て
い
れ
ば
、
神
経
損
傷
を
回

避
で
き
た
可
能
性
が
高
か
っ
た

と
し
て
過
誤
を
認
め
た
。
な

お
、
医
療
費
は
過
誤
の
可
能
性

の
ワ
イ
ヤ
ー
刺
入
部
を
イ
メ
ー

ジ
影
写
の
2
方
向
で
確
認
し
、

刺
入
部
に
キ
シ
ロ
カ
イ
ン
Ⓡ
で

局
所
麻
酔
後
、
前
回
手
背
皮
切

部
の
近
位
で
6
㎜
程
度
を
切
開

し
た
。
神
経
や
腱
の
損
傷
を
避

け
る
た
め
に
、
モ
ス
キ
ー
ト
鉗

子
で
鈍
的
に
剥
離
後
、
ワ
イ

ヤ
ー
を
探
っ
た
が
そ
の
把
持
に

難
渋
し
て
、
数
回
に
わ
た
り
ワ

イ
ヤ
ー
周
囲
を
剥
が
し
た
り
つ

抜
釘
術
時
に
右
手
皮
神
経
損
傷

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
136

が
極
め
て
高
い
と
判
断
し
た
の

で
、
保
留
し
て
い
た
。
今
後
の

予
防
策
と
し
て
は
、
医
師
の
実

力
に
応
じ
て
切
開
を
十
分
に
す

る
こ
と
と
、
神
経
損
傷
の
可
能

性
の
あ
る
場
合
は
ど
の
手
術
に

お
い
て
も
、
そ
の
説
明
を
患
者

側
に
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

2
年
2
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
医
療
上
の
技
術
過
誤
と
し
て

①
が
認
め
ら
れ
た
。

　
①
神
経
損
傷
の
可
能
性
を
予

見
し
て
注
意
し
、
抜
釘
時
に
は

神
経
損
傷
を
回
避
で
き
る
よ
う

十
分
に
切
開
す
る
べ
き
で
あ

り
、
施
術
上
で
の
不
手
際
が
生

じ
た
。
②
抜
釘
術
時
の
同
意
書

に
は
神
経
損
傷
の
危
険
性
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
説
明
不
足
で
は
あ
る
が
、

抜
釘
術
の
受
療
あ
る
い
は
拒
否

へ
の
自
己
決
定
権
が
侵
害
さ
れ

た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
説

明
義
務
違
反
と
ま
で
は
認
め
ら

れ
な
い
。
③
結
果
的
に
は
先
輩

医
師
が
も
っ
と
早
く
施
術
を
交

代
し
た
方
が
よ
か
っ
た
と
も
言

え
る
が
、
ど
の
時
点
で
神
経
損

傷
が
生
じ
た
か
は
特
定
で
き

ず
、
術
者
の
交
代
に
よ
り
予
防

で
き
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
④

比
較
的
細
か
い
神
経
（
指
神

経
）
の
損
傷
と
推
測
さ
れ
る
の

で
、
研
修
医
の
手
技
が
未
熟
で

あ
っ
た
と
し
て
も
不
可
抗
力
性

も
否
定
で
き
な
い
。

〈
結
果
〉

　
裁
判
所
か
ら
和
解
勧
告
が
さ

れ
た
が
、
患
者
側
が
拒
否
し
て

判
決
と
な
っ
た
。
判
決
額
は
ほ

ぼ
和
解
勧
告
額
と
同
様
で
、
患

者
側
請
求
額
の
約
5
分
の
1
で

あ
っ
た
。

等
に
留
意
し
た
対
応
を
行
う
こ

と
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、

　
・
状
況
に
応
じ
て
、
飛
沫
予

防
策
や
接
触
予
防
策
を
適
切
に

行
う
等
、
感
染
防
止
に
十
分
配

慮
し
て
患
者
お
よ
び
利
用
者
へ

の
診
療
等
を
実
施
す
る
。

　
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
予
防
策
に
関
す
る

職
員
へ
の
周
知
を
行
う
。

　
・
病
室
や
施
設
等
の
運
用
に

つ
い
て
、
感
染
防
止
に
資
す
る

よ
う
、
変
更
等
に
係
る
検
討
を

行
う
。

―
な
ど
が
例
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
ご
留
意
下
さ
い
。

　
な
お
、
①
と
②
は
併
算
定
で

き
ま
す
。
一
方
、
電
話
再
診
で

は
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

　
本
事
務
連
絡
は
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
お
よ
び
グ
リ
ー
ン
ペ
ー

パ
ー
3
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

　

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ hate 

speech 

憎
悪
表
現
﹇
人
種
、
出

身
国
、
民
族
、
宗
教
、
性
的
指
向
、

性
別
、
容
姿
、
健
康
、
障
害
と
い
っ

た
、
自
分
か
ら
主
体
的
に
変
え
る
こ

と
が
困
難
な
事
柄
に
基
づ
い
て
、
個

人
ま
た
は
個
人
が
属
す
る
集
団
に
対

し
て
攻
撃
、
脅
迫
、
侮
辱
す
る
発
言

や
言
動
﹈（W

ikipedia

）。

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
者
や

そ
の
家
族
の
方
な
ど

に
対
す
る
差
別
・
偏

見
は
、
そ
の
標
的
と

さ
れ
た
人
た
ち
の
人
格
を
傷
付
け
る

も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
許
さ
れ
な
い

も
の
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
差
別
・

偏
見
の
標
的
と
さ
れ
た
人
た
ち
に
及

ぼ
す
被
害
を
超
え
て
、
社
会
全
体
に

悪
い
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
自
分
と

異
な
る
属
性
を
有
す
る
人
た
ち
を
排

斥
し
よ
う
と
す
る
差
別
意
識
は
、

『
個
人
の
尊
厳
』
を
掲
げ
る
日
本
国

憲
法
の
理
念
と
も
相
反
す
る
も
の
で

す
」（
法
務
省
人
権
擁
護
局
）。

　
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長
は
、

20
年
5
月
に
公
表
さ
れ
た
国
連
の

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
戦
略

と
行
動
計
画
」
の
前
文
で
、「
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
は
民
主
主
義
の
価
値
、

社
会
の
安
定
と
平
和
に
対
す
る
脅
威

で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
や
は

り
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
社
会
全
体
を

脅
か
す
問
題
で
あ
る
と
位
置
付
け

た
。 

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
伴
い
、
各
地
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
が
広
が
っ
た
。
あ
か
ら
さ
ま
に
相

手
を
誹
謗
中
傷
す
る
悪
質
な
も
の
が

少
な
く
な
か
っ
た
が
、
現
行
の
体
制

で
そ
う
し
た
行
為
を
な
く
す
の
は
容

易
で
は
な
い
。
禁
止
規
定
や
罰
則
が

な
い
た
め
当
初
か
ら
実
効
性
が
疑
問

視
さ
れ
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
法

の
課
題
も
あ
ら
た
め
て
露
呈
す
る
形

に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
報
道
も
あ

る
。 

　
コ
ロ
ナ
感
染
の
拡

大
、
長
期
化
に
伴
っ

て
、
感
染
者
、
そ
の

家
族
、
そ
の
近
隣
の

住
民
、
そ
し
て
医

療
・
看
護
・
介
護
な
ど
に
関
わ
る
も

の
た
ち
へ
の
差
別
、
排
除
な
ど
の
問

題
も
拡
大
し
、
我
々
の
社
会
が
抱
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
浮
き
彫
り
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し

て
、「
表
現
の
自
由
と
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
」
な
ど
に
対
す
る
表
現
の
制

限
を
、
次
回
取
り
上
げ
た
い
。

 

（
政
策
部
会
・
飯
田 

哲
夫
）

年会費 永久無料

京都クレジットサービス㈱と提携している
ゴールドカードは、京都府保険医協会の会
員は個人・家族・法人カードとも年会費は
永久無料です。有利な特典も備えておりま
す。ぜひお申込みをご検討下さい。
※ 詳細は本紙に同封している案内チラシを
ご参照下さい。

ＤＣゴールド
カードのご案内

　　 明日のための安心設計 　　
保険医年金 春募集開始

療
等
お
よ
び
在
宅
医
療
に
お
い

て
、
特
に
必
要
な
感
染
予
防
策

を
講
じ
た
上
で
診
療
を
行
っ
た

場
合
に
「
医
科
外
来
等
感
染
症

対
策
実
施
加
算
」
と
し
て
5
点

が
算
定
で
き
る
取
扱
い
が
示
さ

れ
た
が
、
②
に
お
け
る
「
特
に

必
要
な
感
染
予
防
策
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

　
Ａ
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
係
る
診
療
報
酬
上

の
臨
時
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て

（
そ
の
35
）」（
2
月
26
日
付
事

務
連
絡
）
に
お
い
て
「『
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
Ｃ

Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ-

19
）
診
療
の
手
引

き
』
等
を
参
考
に
、
感
染
防
止

3 魅力 1　増口・受給時の自在な積み立て
魅力 2　いつからでも受取可能＆受給時に受給方法を選択
魅力 3　減口・払込中断にも対応
魅力 4　スケールメリットを生かした低廉な手数料
魅力 5　６つの生命保険会社にリスクを分散

運用
実績 1.338％（予定利率1.259％＋2019年度配当0.079％）

※予定利率（最低保証利率）2021年 1 月 1 日現在1.259％

2019年度の配当率は0.079％

募集期間 4 月 1 日～ 6 月25日まで1

2

※期間中、大樹生命・富国生命の営業職員がご連絡をすることがあります。
　その節は、ご対応等よろしくお願いします。

加入
資格

加入
口数

満74歳までの協会会員
（月払増口・一時払の申込は満79歳まで）

月　払 1口 1万円 30口限度（30万円／月）

一時払 1口50万円 新規に限り40口（2,000万円）まで

   　既加入は20口（1,000万円）まで
引受保険会社：大樹生命・明治安田生命・富国生命・日本生命・太陽生命・第一生命

※本号に案内パンフレットを同封しています。ぜひご覧下さい。

2 0 2 1 年 (令和 3年) 3 月 2 5 日 第 3 0 9 4 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月10日･25日発行

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ



　
母
の
実
母
の
代
で
途
絶
え
た
松

尾
家
の
墓
が
彦
根
市
は
曹
洞
宗
の

寺
・
萬
年
山
長
松
院
の
墓
地
に
あ

る
。
墓
参
時
は
、
当
然
ご
本
尊
釈

迦
牟
尼
仏
を
参
拝
し
、
住
職
手
塚

紀
洋
方
丈
の
一
家
を
訪
ね
る
（
本

紙
3
0
3
0
号
に
掲
載
）。

　
20
年
2
月
15
日
の
訪
問
時
、

「
何
か
よ
い
推
薦
本
で
も
あ
り
ま

す
か
？
」
と
尋
ね
る
と
、
イ
ェ
ー

ル
大
学
教
授
シ
ェ
リ
ー
・
ケ
ー
ガ

ン
氏
の
講
義
録
書
『
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｔ

Ｈ
』
を
即
座
に
挙
げ
ら
れ
、
暫
ら

く
し
て
購
入
し
た
。
全
10
講
あ

り
、
ま
ず
そ
の
う
ち
第
1
講

「『
死
』
に
つ
い
て
考
え
る
」
の
3

頁
目
ま
で
読
ん
だ
。
し
か
し
、
取

り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
ま
ず
哲

学
的
に
は
形
而
上
学
的
な
テ
ー
マ

「
死
後
の
存
在
は
あ
り
得
る
か
？
」

が
挙
げ
ら
れ
、
次
に
、
死
に
ま
つ

わ
る
社
会
学
的
・
心
理
学
的
な
疑

問
点
に
も
触
れ
る
と
あ
っ
た
。
ま

た
、
こ
の
日
本
縮
約
版
で
は
、

彼
岸
は
あ
り
や
？ 

神
の
国
は
い
ず
こ
に
？

『DEATH  「死」とは何か』
シェリー・ケーガン著
柴田 裕之訳　文響社出版

2018年10月5日発行 1,850円＋税

「
死
後
の
存
在
は
あ
り
得
る
か
？
」

つ
ま
り
「
魂
」
は
存
在
す
る
の
か

否
か
、
の
形
而
上
学
的
な
考
察
部

分
の
印
刷
を
省
略
の
う
え
、
結
論

的
に
は
、
人
間
は
他
の
動
物
・
植

物
に
は
な
い
人
格
的
存
在
で
あ
る

が
、
物
理
主
義
的
に
は
物
質
的
な

身
体
か
ら
な
り
、
非
物
質
的
な

「
魂
」
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ

り
、
両
者
の
関
連
性
や
つ
な
が
り

が
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
、
そ
ん
な
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と

興
味
が
失
せ
、
そ
れ
以
上
読
み
進

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
毎
日
36
頁
ず
つ
読
む
と
計
画
し

直
し
、
忍
耐
し
て
第
1
講
最
終
頁

ま
で
を
読
み
終
え
る
と
、
補
充
部

の
「
日
本
の
読
者
の
み
な
さ
ん

へ
」
あ
た
り
か
ら
お
も
し
ろ
く
な

り
始
め
た
。
執
筆
者
は
哲
学
が
専

門
で
、
講
義
で
は
我
々
人
間
の
生

と
死
に
取
り
囲
ま
れ
た
状
況
を
さ

ま
ざ
ま
に
場
合
分
け
し
た
事
例
を

挙
げ
興
味
を
引
き
、
実
証
的
・
論

証
的
に
議
論
を
進
め
て
い
く
の
で

読
み
易
く
説
得
的
で
あ
る
。

　
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
第
5

講
「
不
死
―
可
能
だ
と
し
た
ら
、

あ
な
た
は
『
不
死
』
を
手
に
入
れ

た
い
か
？
」
で
、
死
は
人
生
に
お

け
る
良
い
こ
と
を
剥
奪
す
る
か
ら

悪
い
の
で
あ
れ
ば
（
剥
奪
説
）、

最
も
望
ま
し
い
の
は
永
遠
に
生
き

る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
と
の

問
い
掛
け
か
ら
始
ま
る
議
論
の
展

開
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
死
に

至
る
ま
で
の
生
の
経
過
に
お
い
て

は
、
未
来
の
不
確
定
性
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
設
定
は
不
可
能
だ
と

反
論
し
た
く
な
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。
自
分
な
り
に
考
え
る
よ
う
に

と
の
よ
き
啓
発
書
で
あ
る
と
分
か

る
。
次
は
第
9
講
「
自
殺
」
で
、

執
筆
者
は
自
殺
が
常
に
正
当
で
あ

る
と
は
認
め
な
い
が
、
ご
く
一
部

の
状
況
下
で
あ
れ
正
当
化
の
過
程

を
解
明
し
た
い
も
の
と
死
に
至
る

生
の
時
間
的
経
過
上
で
の
評
価
を

　
角
野
宏
達
氏
（
享
年
85
、
京

都
市
西
陣
）2
月
20
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

図
表
化
し
て
納
得
を
得
よ
う
と
苦

労
し
て
お
り
、
こ
れ
も
未
来
の
不

確
定
性
論
で
反
論
で
き
る
ぞ
な
ど

興
味
深
い
書
物
と
見
た
。
ご
購
入

ご
一
読
を
お
勧
め
す
る
。

　
な
お
、
最
近
の
墓
参
時
に
、
和

尚
は
ど
こ
に
感
銘
を
受
け
勧
め
て

く
れ
た
の
か
と
尋
ね
た
ら
、「
根

底
に
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
っ
て
の
理

屈
っ
ぽ
い
哲
学
者
の
議
論
な
の

で
、
少
し
受
け
入
れ
難
い
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
が
、
昔
洗
礼
を
受

け
た
と
お
聞
き
し
て
お
り
、
ど
う

読
み
こ
ま
れ
る
か
と
お
勧
め
し
た

の
で
す
」。
そ
の
後
、
い
や
あ
、

薪
が
火
と
な
り
灰
と
な
れ
ば
、
再

び
薪
に
は
戻
り
ま
せ
ん
か
ら
（
道

元
禅
師
「
現
成
公
案
」）、
三
途
六

道
の
輪
廻
転
生
も
な
く
な
り
、
同

じ
と
言
え
ば
同
じ
、
矛
盾
と
言
え

ば
矛
盾
で
、
一
切
皆
「
空
」
で
す

ね
、
と
の
会
話
と
な
っ
た
。「
和

尚
も
す
す
め
る
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」
に
出

会
う
よ
き
縁
と
は
、
ま
た
そ
の
よ

う
な
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

 

（
宇
治
久
世
・
宇
田 

憲
司
）

　
私
が
医
院
を
閉
院
し
た
の
は

2
0
1
5
年
3
月
。
そ
の
後
は

認
知
症
カ
フ
ェ「
け
や
き
の
家
」

を
運
営
し
て
い
ま
す
。
医
院
閉

院
や
カ
フ
ェ
開
設
の
ド
タ
バ
タ

は
、
以
前
に
連
載
で
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
流
行
拡
大
時
は
カ
フ
ェ
を

い
っ
た
ん
休
み
ま
し
た
が
、
コ

ロ
ナ
対
策
に
追
わ
れ
つ
つ
も
今

は
再
開
し
て
い
ま
す
。

　
あ
ら
た
め
て
医
院
の
時
代
か

ら
カ
フ
ェ
の
こ
れ
ま
で
を
振
り

返
る
と
、
地
域
の
人
た
ち
と
の

つ
な
が
り
な
く
し
て
、
こ
こ
ま

で
や
っ
て
は
こ
ら
れ
な
か
っ
た

と
感
慨
深
い
思
い
で
す
。

　
カ
フ
ェ
を
開
設
す
る
ず
っ
と

以
前
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
取
り

組
み
を
地
域
で
行
っ
て
き
ま
し

た
。
例
え
ば
、「
み
ま
も
る

ｏ
ｎ
ｅ
」。
認
知
症
の
行
方
不

明
者
を
捜
索
す
る
目
的
で
集

ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
で
す
が
、
発

展
し
て
介
護
家
族
と
有
識
者
の

集
ま
り
と
な
り
、
認
知
症
の
正

確
な
知
識
を
得
て
い
た
だ
く
た

め
の
学
習
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
会
で
は
意
見
交
換
が
活
発

で
、
な
か
な
か
厳
し
い
意
見
も

飛
び
出
し
ま
す
。
少
し
背
筋
を

伸
ば
し
て
参
加
す
る
会
で
す
。

　
介
護
家
族
の
会
は
、
医
院
待

合
室
か
ら
自
然
発
生
し
た
集
ま

り
で
、
長
岡
京
市
の
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
地
域
の
自
治
会

で
顔
見
知
り
を
一
人
で
も
多
く

増
や
そ
う
と
始
め
た
の
が
「
き

ず
な
の
会
」。
こ
こ
ら
へ
ん
が

新
興
住
宅
地
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
お
隣
さ
ん
の
顔
も
知
ら
な

い
と
い
う
人
が
多
く
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
2
0
1
1
年
に

起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
を
契

機
に
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り

を
深
め
よ
う
と
当
時
の
民
生
委

員
さ
ん
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮

し
、
そ
れ
に
共
感
し
た
住
民
の

有
志
が
集
ま
っ
て
勉
強
会
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。
今
は
世
話
人

訓
練
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
を

広
げ
よ
う
と
4
地
区
の
自
治
会

長
さ
ん
を
中
心
に
情
報
交
換
を

行
っ
て
い
ま
す
。
避
難
路
の
再

設
定
や
自
分
で
逃
げ
ら
れ
る
か

手
助
け
が
必
要
か
な
ど
、
各
家

の
状
況
を
各
地
区
で
把
握
し
よ

う
と
い
う
試
み
で
す
。
私
は
、

地
域
の
人
た
ち
を
患
者
さ
ん
と

し
て
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
地
域
も
ず
い
ぶ
ん
と
高

齢
化
し
て
い
ま
す
。
空
き
家
も

増
え
ま
し
た
。
一
方
で
若
い
世

代
は
あ
ま
り
入
っ
て
き
て
い
ま

せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
へ
の

危
機
感
が
地
域
の
つ
な
が
り
を

高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

を
募
り
、
手
を
挙
げ
て
く
れ
た
地

域
の
人
た
ち
数
人
が
中
心
と
な
っ

て
運
営
し
て
い
ま
す
。
ず
っ
と
自

治
会
館
で
開
催
し
て
い
て
、
一
番

多
い
時
は
50
人
ほ
ど
の
参
加
者
が

集
ま
り
ま
し
た
。
現
在
は
15
人
く

ら
い
で
す
。
開
催
時
間
は
2
時

間
。
ど
う
い
っ
た
話
が
聞
き
た
い

か
相
談
し
て
、

テ
ー
マ
が
決
ま
れ

ば
い
ろ
い
ろ
な
方

に
講
師
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
参
加
者
同
士
、
お

互
い
に
面
識
が
で
き
た
ら
、
各
人

か
ら
困
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
ど

ん
ど
ん
出
さ
れ
て
テ
ー
マ
に
は
困

ら
な
い
状
況
で
す
。
乙
訓
医
師
会

の
医
師
は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
は
市

役
所
に
お
願
い
し
て
長
岡
京
市
の

施
策
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て

も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
他
方
、
18
年
の
大
阪
府
北
部

地
震
の
際
に
カ
フ
ェ
で
防
災
が

話
題
と
な
り
防
空
頭
巾
を
縫
っ

て
み
た
り
家
具
の
す
べ
り
止
め

を
設
置
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

他
の
取
り
組
み
で
も
防
災
は
話

題
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
20
年

初
夏
に
こ
の
地
域
の
四
地
区
防

災
の
会
が
立
ち
上
が
り
ま
し

た
。
こ
の
地
域
は
一
つ
の
山
に

高
台
・
高
台
西
・
金
ケ
原
・
こ

が
ね
丘
と
い
う
四
つ
の
地
区
が

あ
り
ま
す
。
カ
フ
ェ
の
あ
る
高

台
が
山
の
上
に
な
る
の
で
す

が
、
も
と
も
と
高
台
地
区
に
は

自
主
防
災
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、

元
建
築
屋
さ
ん
な
ど
の
有
志
が

集
ま
っ
て
、
独
自
に
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
作
成
し
た
り
、
自
主

地
域
で
の
新
た
な
課
題「
防
災
」

　本紙2985号（16年12月10日発行）より３回にわたり連載し
た「私の閉院後生活」。連載終了後も精力的に活動されてい
る野々下靖子氏（乙訓）の日常を「続・私の閉院後生活」と
して執筆いただいた。

税込価格の表示（総額表示）が必要
　事業者（免税事業者を除く）が消費者に対して行う価格表示について、誤認防止措置
を講じている場合に税抜価格のみの表示を認めていた特例期限が３月31日で終了する。
４月１日より、税込価格の表示（総額表示）が必要になるため、院内掲示等の価格表示
にご注意いただきたい。

4月1日
より

総額表示に該当しない価格表示の例
【税込価格10,780円（税率10％）の場合】

　9,800円（税抜）

　9,800円（本体価格）

　9,800円+税

総額表示に該当する価格表示の例
【税込価格10,780円（税率10％）の場合】
10,780円
10,780円（税込）
10,780円（うち税980円）
10,780円（税抜価格9,800円）
10,780円（税抜価格9,800円、税980円）
 9,800円（税込10,780円）

４月のレセプト受取・締切
基
金
国
保

８日
（木）

９日
（金）

10日
（土）

― ○ ○◎
○は受付会場設置日、◎は締切日
受付時間：基金９時～17時30分　国保９時～17時　労災８時30分～17時15分
業務時間：基金９時～17時30分  国保８時30分～17時15分　労災８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時　８～10日 ８時～24時

労
災
締
切

電子レセプト
紙媒体オンライ

ン請求
電子記
録媒体

10日
（土）

12日
（月）

12日
（月）

（※）

野々下 靖子（乙訓）

cafe

1

続

日　時  5月22日（土）午後 2 時～ 4 時
講　師 近畿大学病院安全管理部教授
 近畿大学医学部血液・膠原病内科教授   辰巳 陽一氏 

リモート開催

医療施設における
転倒・転落の“今”をもう一度考える

医療安全
講 習 会

お申込みは
コチラから
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	1-3094
	2-3094
	3-3094
	4-3094
	5-3094
	6-3094

